
 

第５号様式（第６条関係） 

個人情報ファイル簿（単票） 

個人情報ファイルの名称 長時間録音装置 

行政機関等の名称 千歳市役所 

個人情報ファイルが利用に供される

事務をつかさどる組織の名称 
千歳市消防署警備課警備係 

個人情報ファイルの利用目的 
迅速かつ的確な初動活動を行うため、119 番通報者の把握

を行うため 

記録項目 

氏名、性別、住所、生年月日、年齢、電話番号、続柄、健

康状態、疾病歴、家族親族状況 

記録範囲 119 番通報者 

記録情報の収集方法 119 番通報による聴取 

要配慮個人情報が含まれるときは、そ

の旨 
含まない 

記録情報の経常的提供先 該当なし 

開示請求等を受理する組織の名称及

び所在地 

（名 称）千歳市役所総務部総務課情報公開係 

（所在地）千歳市東雲町２丁目 34 番地 

訂正及び利用停止に関する他の法令の

規定による特別の手続等 
該当なし 

個人情報ファイルの種別 

☑法第 60 条第２項第１号 

（電算処理ファイル） 

□法第 60 条第２項第２号 

（マニュアル処理ファイル） 

政令第 21 条第７項に該当す

るファイル □有 ☑無 
 

備   考 

 

 

 



 

第５号様式（第６条関係） 

個人情報ファイル簿（単票） 

個人情報ファイルの名称 避難行動要支援者名簿 

行政機関等の名称 千歳市役所 

個人情報ファイルが利用に供される

事務をつかさどる組織の名称 
千歳市消防署警備課警備係 

個人情報ファイルの利用目的 
災害発生時に自ら避難することが困難な者を円滑かつ迅速

な避難支援等するため 

記録項目 

氏名、性別、住所、生年月日、年齢、電話番号、障害の程

度 

記録範囲 避難行動要支援者 

記録情報の収集方法 保健福祉部福祉課からの情報提供 

要配慮個人情報が含まれるときは、そ

の旨 
含まない 

記録情報の経常的提供先 該当なし 

開示請求等を受理する組織の名称及

び所在地 

（名 称）千歳市役所総務部総務課情報公開係 

（所在地）千歳市東雲町２丁目 34 番地 

訂正及び利用停止に関する他の法令の

規定による特別の手続等 
該当なし 

個人情報ファイルの種別 

□法第 60 条第２項第１号 

（電算処理ファイル） 

☑法第 60 条第２項第２号 

（マニュアル処理ファイル） 

政令第 21 条第７項に該当す

るファイル □有 ☑無 
 

備   考 

 

 

 



 

第５号様式（第６条関係） 

個人情報ファイル簿（単票） 

個人情報ファイルの名称 災害時要配慮者名簿 

行政機関等の名称 千歳市役所 

個人情報ファイルが利用に供される

事務をつかさどる組織の名称 
千歳市消防署警備課警備係 

個人情報ファイルの利用目的 
災害発生時に特に配慮や支援が必要となる者を事前に把握

するため 

記録項目 

氏名、性別、住所、生年月日、年齢、電話番号、障害の程

度 

記録範囲 災害時要配慮者 

記録情報の収集方法 保健福祉部福祉課からの情報提供 

要配慮個人情報が含まれるときは、そ

の旨 
含まない 

記録情報の経常的提供先 該当なし 

開示請求等を受理する組織の名称及

び所在地 

（名 称）千歳市役所総務部総務課情報公開係 

（所在地）千歳市東雲町２丁目 34 番地 

訂正及び利用停止に関する他の法令の

規定による特別の手続等 
該当なし 

個人情報ファイルの種別 

□法第 60 条第２項第１号 

（電算処理ファイル） 

☑法第 60 条第２項第２号 

（マニュアル処理ファイル） 

政令第 21 条第７項に該当す

るファイル □有 ☑無 
 

備   考 

 

 

 



 

第５号様式（第６条関係） 

個人情報ファイル簿（単票） 

個人情報ファイルの名称 救急出動報告書 

行政機関等の名称 千歳市消防署 

個人情報ファイルが利用に供される

事務をつかさどる組織の名称 
千歳市消防署救急運用課救急運用係・救急係 

個人情報ファイルの利用目的 千歳市消防救急規定による 

記録項目 

氏名、性別、生年月日、年齢、住所、電話番号、続柄、健

康状態、疾病歴、障害の程度、公的扶助 

記録範囲 救急業務搬送を要した事案 

記録情報の収集方法 本人や家族等から聴取 

要配慮個人情報が含まれるときは、そ

の旨 
疾病歴 

記録情報の経常的提供先 該当なし 

開示請求等を受理する組織の名称及

び所在地 

（名 称）千歳市役所総務部総務課情報公開係 

（所在地）千歳市東雲町２丁目 34 番地 

訂正及び利用停止に関する他の法令の

規定による特別の手続等 
該当なし 

個人情報ファイルの種別 

□法第 60 条第２項第１号 

（電算処理ファイル） 

☑法第 60 条第２項第２号 

（マニュアル処理ファイル） 

政令第 21 条第７項に該当す

るファイル □有 ☑無 
 

備   考 

 

 

 


